
１

序

堀
河
右
大
臣
頼
宗
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

『
中
外
抄
』
に
お
い
て
談
話
者
藤
原
忠
実
は
、
上
流
貴
族
が
晴
れ
の
場
で
話
題
と

す
べ
き
こ
と
を
順
次
列
挙
し
て
ゆ
く
が
、『
中
外
抄
』
二
六
の
第
二
段
落
に
は
、
次
の

よ
う
な
規
範
と
頼
宗
と
頼
通
の
逸
話
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①

次
に
、
詩
歌
の
こ
と
を
語
る
。
和
歌
の
事
は
我
よ
り
上
臈
に
逢
ひ
て
、
驕
慢

の
自
讃
す
る
も
あ
し
か
ら
ず
。
故
堀
川
右
府
は
、
宇
治
殿
に
逢
ひ
奉
り
て
、

「
こ
れ
は
殿
は
え
知
ら
せ
た
ま
は
じ
。
頼
宗
こ
そ
知
り
て
候
ら
へ
」
と
て
、
板

敷
を
叩
た
か
れ
け
り
。
し
か
れ
ば
、
宇
治
殿
は
咲
は
せ
給
ひ
け

一
方
、『
古
事
談
』
に
模
し
、
史
話
、
朝
臣
の
生
活
、
有
職
故
実
、
社
寺
・
歌
舞
等
の

故
事
・
伝
説
を
収
め
る
『
続
古
事
談
』
は
、
こ
の
話
を
こ
う
書
承
（
推
定
）
し
て
い

る
。

『
続
古
事
談
』
第
二
（
臣
節
）
第
五
二
話

②

堀
川
右
大
臣
、
宇
治
殿
ノ
御
前
ニ
テ
和
歌
ノ
事
申
テ
ハ
、「
コ
レ
ハ
殿
ハ
エ

シ
ロ
シ
メ
サ
ジ
。
頼
宗
コ
ソ
シ
リ
テ
侍
レ
」
ト
テ
、
イ
タ
ジ
キ
ヲ
扇
ニ
テ
タ
ヽ

カ
レ
ケ
レ
バ
、
宇
治
殿
ワ
ラ
ヒ
給
ケ
リ
。
和
歌
の
事
、
自
讃
モ
ア
シ
カ
ラ
ヌ
事

ニ
こ
の
二
つ
の
説
話
の
相
違
点
は
大
き
く
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
説
話
は
、

（
１
）
り
。

（
２
）
ヤ
。

『
中
外
抄
』
に
お
い
て
は
晴
れ
の
場
に
お
け
る
上
流
貴
族
の
規
範
が
列
挙
さ
れ
る
過

程
の
う
ち
の
一
話
で
あ
る
一
方
、『
続
古
事
談
』
で
は
独
立
し
た
説
話
と
し
て
言
談
か

ら
切
り
出
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
言
談
の
文
章
内
容
が
倒
置
さ
れ
て
い
る
。『
中

外
抄
』
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
自
讃
は
不
都
合
で
は
な
い
と
い
う
規
範
が
示
さ
れ
た

う
え
で
、
そ
の
正
当
性
を
保
証
す
る
実
例
と
し
て
宇
治
殿
（
＝
頼
通
）
と
堀
川
右
府

（
＝
頼
宗
）
の
逸
話
が
後
置
さ
れ
る
。
一
方
『
続
古
事
談
』
で
は
、
頼
通
と
頼
宗
の
逸

話
が
示
さ
れ
、
末
尾
は
「
和
歌
の
事
、
自
讃
モ
ア
シ
カ
ラ
ヌ
事
ニ
ヤ
。」
と
作
者
の
自

己
判
断
と
も
窺
え
る
よ
う
な
一
文
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
田
中
宗
博
氏
は
、

「
実
際
に
説
話
が
口
語
ら
れ
た
口
伝
・
教
命
の
場
か
ら
、
書
承
の
世
界
へ
と
説
話
が

切
り
出
さ
れ
て
い
く
様
相
を
示
す
実

と
指
摘
し
て
い
る
。
第
三
に
は
、
頼
宗

（
＝
堀
川
右
大
臣
）
の
行
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。
頼
宗
は
『
続
古
事
談
』
に
お
い
て
「
扇

で
」
板
敷
を
た
た
い
て
い
る
。

さ
て
、
頼
宗
の
和
歌
自
讃
を
、
頼
通
は
ど
う
わ
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
人

は
ど
の
よ
う
な
兄
弟
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
両
説
話
を
も
と
に
し
て
考

察
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

２

頼
通
・
頼
宗
兄
弟
の
関
係

は
じ
め
に
、
官
職
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

父
は
藤
原
道
長
、
頼
通
と
頼
宗
は
、
異
腹
の
兄
弟
で
あ
る
。

（
３
）
例
」
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宗
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頼
通
は
、
母
は
左
大
臣
源
雅
信
女
倫
子
、
道
長
の
一
男
と
し
て
、
一
条
天
皇
在
位
二

年
目
の
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
三
月
父
か
ら
の
譲
位
で
二
六
歳
と
い
う
若
さ
で
摂
政

と
な
り
、
後
一
条
・
後
朱
雀
・
後
冷
泉
三
代
の
長
き
に
わ
た
り
そ
の
座
に
あ
っ
た
こ

と
な
ど
、
め
ざ
ま
し
い
昇
進
を
遂
げ
た
。
道
長
の
婚
姻
策
が
効
果
的
に
は
た
ら
い
た

た
め
で
あ
る
。
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
准
三
后
と
な
り
、
そ
の
後
関
白
職
を
嫡
子
師

実
に
将
来
譲
渡
す
る
と
い
う
約
束
の
も
と
、
同
腹
の
弟
教
通
に
譲
位
し
、
宇
治
に
隠

退
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
帝
位
は
後
三
条
天
皇
に
う
つ
り
、
藤
原
氏
の
専
権
は
抑

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
恵
和
之
心
」（『
春
記
』
長
久
二
年
三
月
一
四
日

条
）
の
持
ち
主
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
多
く
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
政
治
を
行
っ
て
い

た
が
、
父
道
長
存
命
中
は
専
ら
そ
の
指
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
影
響
か
徐
々
に
権
勢
志
向

と
な
り
、「
関
白
忽
諸
公
事
」
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
方
頼
宗
は
、
母
は
左
大
臣
源
高
明
女
明
子
、
道
長
の
二
男
で
あ
る
。
寛
弘
元
年

（
一
〇
〇
四
）
同
腹
の
弟
顕
信
と
と
も
に
元
服
、
同
日
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
侍

従
、
左
右
少
将
、
美
作
権
守
な
ど
を
経
て
寛
弘
八
年
非
参
議
と
な
り
、
長
和
三
年

（
一
〇
一
四
）
に
は
一
挙
に
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
後
右
大
臣
従
一
位
ま
で
昇
る
。

治
暦
元
年
正
月
出
家
、
二
月
に
歿
し
た
。
居
処
に
因
ん
で
堀
河
右
大
臣
と
称
さ
れ
た
。

時
の
為
政
者
の
家
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
昇
進
を
遂
げ
た
が
、
道
長
嫡
室
倫
子
腹
の
兄
頼

通
、
ま
た
弟
教
通
に
終
生
昇
進
を
先
ん
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
父
道
長
の
威
を
藉
る

こ
と
は
あ
っ
た
。
人
と
な
り
と
し
て
は
、「
い
み
じ
う
色
め
か
し
う
て
、
よ
ろ
づ
の

人
た
だ
に
過
ぐ
し
給
は
ず
な
ど
し
て
、
御
方
々
の
女
房
に
物
宣
ひ
、
子
を
さ
へ
生
ま

せ
給
け
る
に
…
」（『
栄
華
物
語
』
八
）
な
ど
と
好
色
で
あ
り
、「
か
た
ち
人
」（
同
三

六
）
で
あ
る
一
方
、「
生
前
之
間
、
唯
修
後
世
之
業
、
…
子
孫
雖
多
、
皆
不
得
近
之

…
」（『
続
本
朝
往
生
伝
』）
と
往
生
人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
同
腹
の
能
信
を

硬
派
と
す
る
と
、
軟
派
に
近
い
方
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
井
上
宗
雄
氏
の
指

あ
る
。

（
４
）
摘
も

道
長
は
鷹
司
殿
（
倫
子
）
と
高
松
殿
（
明
子
）
を
正
妻
・
妾
と
区
別
し
な
か
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
鷹
司
が
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
上
位
で
あ
り
、
頼

通
と
頼
宗
の
官
職
経
歴
の
差
も
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
頼
宗
に
は
あ

る
程
度
こ
だ
わ
り
が
あ
る
と
み
え
、
検
非
違
使
別
当
時
代
に
父
道
長
の
介
入
に
怒
っ

て
職
を
辞
そ
う
と
し
た
り
（『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
一
一
月
一
六
日
条
）、
父
の
政
敵

で
あ
っ
た
藤
原
伊
周
の
大
姫
君
を
正
室
と
し
た
り
（
寛
弘
八
年
、
一
八
歳
、
三
位
中

将
時
代
『
御
堂
関
白
記
』
年
譜
よ
り
）
と
、
一
見
家
柄
に
対
し
て
消
極
的
な
行
動
を

と
っ
て
お
り
、
興
味
深
い
。『
小
右
記
』
万
寿
四
年
四
月
一
五
日
条
の
車
争
い
事
件
も
、

頼
通
に
対
す
る
頼
宗
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
文
化
面
を
対
象
に
考
察
し
た
い
。

頼
通
・
頼
宗
兄
弟
は
不
仲
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
頼
宗
は
（
妾
腹
の
）
分
を
弁

え
て
い
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
①
（『
中
外
抄
』
よ
り
）・
②

（『
続
古
事
談
』
よ
り
）
の
説
話
内
容
か
ら
は
、
頼
通
・
頼
宗
兄
弟
の
役
割
分
担
が
見

え
て
く
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
頼
通
・
教
通
の
鷹
司
腹
兄
弟
は
昇
進
め
ざ
ま
し
く
、
摂
関
家

中
心
体
制
の
政
治
面
を
担
当
し
た
。
一
方
、
高
松
腹
頼
宗
は
、
専
ら
そ
の
文
化
面
で

の
は
た
ら
き
を
自
ら
に
任
じ
た
ら
し
い
。
頼
宗
は
『
今
鏡
』（
ふ
ぢ
な
み
の
下
第
六
絵

合
の
歌
）
に

高
松
殿
の
御
腹
、
堀
河
右
大
臣
大
臣
、
頼
宗
の
大
臣
こ
そ
、
関
白
に
は
な
り

給
は
ざ
り
し
か
ど
も
、
女
御
奉
り
な
ど
し
給
ひ
、
末
の
君
達
も
、
近
く
ま
で
位

高
く
お
は
す
る
、
あ
ま
た
き
こ
え
給
ひ
し
か
。
…
和
歌
の
道
、
昔
に
も
恥
ぢ
ず

お
は
し
き
。
歌
詠
み
は
貫
之
、
兼
盛
、
堀
河
の
大
殿
、
千
載
の
一
遇
と
か
や
あ

る
人
侍
り
け
る
。

と
み
え
る
。『
今
鏡
』
は
、
摂
政
関
白
に
つ
い
て
は
任
大
臣
の
年
月
日
な
ど
年
譜
的
説

明
を
付
す
が
、
頼
宗
は
唯
一
摂
政
関
白
を
つ
と
め
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の

（
５
）
…
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年
譜
的
説
明
を
持
っ
て
い
る
。
頼
宗
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、『
今
鏡
』
の
作
者
の
好

み
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
頼
宗
が
秀
で
た
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

名
声
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
頼
宗
の
歌
は
『
後
拾
遺
和
歌

集
』『
金
葉
和
歌
集
』『
詞
花
和
歌
集
』
ま
た
勅
撰
集
に
も
多
く
入
集
し
、
直
前
に
示

し
た
『
今
鏡
』
の
部
分
で
は
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
も
数
首
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
家
集

に
『
入
道
右
大
臣
集
』
が
あ
る
。
ま
た
、
藤
家
音
曲
の
始
祖
（『
郢
曲
相
承
次
第
』）

と
も
、
香
道
に
名
を
得
た
（『
薫
集
類
抄
』）
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

頼
宗
が
所
謂
文
化
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

平
安
京
大
内
裏
至
近
の
地
に
広
大
な
賀
陽
院
を
経
営
し
競
馬
や
歌
合
を
催
し
た
頼

通
も
ま
た
、
文
化
を
好
ん
だ
と
い
え
る
が
、
十
巻
本
『
歌
合
』
の
編
集
や
私
家
集
集

成
、
ま
た
多
く
の
歌
合
の
後
援
な
ど
、
文
化
の
後
援
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た

と
み
え
る
。

頼
通
が
後
援
し
開
催
さ
れ
た
歌
合
に
、
頼
宗
は
出
詠
者
や
判
者
と
し
て
参
加
し
て

い
る
。
長
元
八
年
（
一
〇
三
五
）
五
月
「
賀
陽
院
水
閣
歌
合
」
や
永
承
四
年
（
一
〇
四

九
）
一
一
月
「
内
裏
歌
合
」（
頼
宗
出
詠
）、
永
承
五
年
（
一
〇
五
〇
）
六
月
「
庚
申
祐

子
内
親
王
家
歌
合
」
や
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
五
月
「
内
裏
歌
合
」
ま
た
天
喜
四
年

（
一
〇
五
六
）
四
月
「
皇
后
宮
寛
子
春
秋
歌
合
」（
頼
宗
判
者
）
な
ど
が
あ
る
。

『
続
古
事
談
』
第
二
（
臣
節
）
第
一
話
に
は
以
下
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

宇
治
殿
、
白
河
殿
ニ
テ
子
日
シ
給
ケ
ル
ニ
、
義
忠
朝
臣
カ
ナ
ノ
序
ヲ
書
タ
リ

ケ
ル
。
殿
、
御
衣
ヲ
カ
ヅ
ケ
給
フ
。
東
宮
大
夫
ト
リ
ツ
タ
ヘ
給
ヘ
リ
。

此
日
、
四
条
中
納
言
、
祭
主
輔
親
マ
イ
ラ
ザ
リ
ケ
ル
、
殿
ヨ
リ
始
テ
、
ク
チ

ヲ
シ
キ
事
ニ
人
々
ヲ
モ
ヘ
リ
。
ヲ
ノ

く
家
風
を
ツ
タ
ヘ
タ
ル
人
ナ
レ
バ
ナ

東
宮
大
夫
は
、
逸
話
当
時
の
頼
宗
の
官
名
で
あ
る
。（
頼
宗
の
東
宮
大
夫
在
任
期
間

は
、
寛
仁
五
年
～
長
元
九
年
（
一
〇
二
一
～
一
〇
三
六
）
お
よ
び
長
元
一
〇
年
～
寛
徳

（
２
）
リ
。

二
年
（
一
〇
三
七
～
一
〇
四
五
）
の
長
期
に
わ
た
る
。）
後
半
部
で
は
、
頼
通
の
時
代
に

お
け
る
和
歌
の
会
合
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
る
。
公
任
の
息
定
頼
と
重
代
の
歌
人
輔

親
を
「
ヲ
ノ

く
家
風
を
ツ
タ
ヘ
タ
ル
人
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
各
々

の
伝
統
を
重
視
し
て
保
存
し
よ
う
と
し
た
頼
通
の
姿
勢
が
み
え
、
そ
の
役
割
を
も
ま

た
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、『
今
鏡
』（
ふ
ぢ
な
み
の
上
第
四

梅
の
匂
ひ
二
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

説
話
が
あ
る
。

こ
の
大
臣
、
歌
な
ど
も
よ
く
詠
ま
せ
給
ひ
し
に
こ
そ
侍
れ
。
そ
の
中
に
、
堀

河
の
右
の
大
臣
に
、
梅
の
花
折
り
て
奉
り
給
ふ
と
て
、

折
ら
れ
け
り
く
れ
な
ゐ
に
ほ
ふ
梅
の
花
今
朝
白
妙
に
雪
は
降
れ
れ
ど

と
詠
ま
せ
給
ひ
た
る
、
い
と
や
さ
し
く
末
の
世
ま
で
と
ど
ま
り
侍
れ
。

こ
の
説
話
か
ら
は
、
頼
通
と
頼
宗
が
和
歌
を
通
し
て
少
な
く
と
も
不
仲
で
は
な
い
関

係
を
築
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
、『
続
古
事
談
』
第
二
（
臣
節
）
の
第
二
話
に
は
以
下
の
よ
う
な
説
話
（「
頼

通
の
歌
に
経
衡
に
代
り
、
頼
宗
、
返
歌
す
る
事
」）
が
あ
る
。

宇
治
殿
、
南
面
ノ
紅
梅
ニ
雪
ノ
ツ
モ
レ
ル
ヲ
御
覧
ジ
テ
、
人
ヲ
召
テ
ヲ
ラ
セ

給
テ
、

ヲ
ラ
レ
ケ
リ
紅
ニ
ホ
フ
梅
の
花
ケ
サ
シ
タ
エ
ダ
ニ
雪
ハ
フ
レ
ド
モ

経
衡
ヲ
召
テ
、
此
御
歌
ヲ
タ
マ
ハ
セ
ケ
レ
バ
、
経
衡
サ
ハ
ギ
テ
マ
カ
リ
タ
チ
ニ

ケ
リ
。
二
三
日
ア
リ
テ
、
堀
川
右
大
臣
、
和
歌
ヲ
タ
テ
マ
ツ
ラ
レ
ケ
リ
。

ヲ
ラ
レ
ケ
ル
梅
ノ
タ
チ
ヱ
ニ
フ
リ
マ
ガ
フ
雪
ハ
ニ
ホ
ヒ
テ
花
ヤ
サ
ク

『
今

で
は
、
頼
通
（
＝
「
こ
の
大
臣
」）
が
頼
宗
（
＝
「
堀
河
の
右
の
大
臣
」）

に
直
接
歌
を
贈
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
一
方
、『
続
古
事
談
』
で
は
経
衡
が
登
場
し
、

頼
宗
の
返
歌
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
経
衡
（
一
〇
〇
五
～
七
二
）
は
、
中
宮
大
進
公
業

男
で
、
母
は
山
城
守
藤
原
敦
信
女
、
筑
前
守
正
五
位
下
で
あ
り
、
和
歌
六
人
党
の
一

（
５
）
…（

２
）

ラ
ム

鏡
』
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人
で
あ
る
。
頼
通
の
庇
護
を
受
け
、
頼
通
八
十
賀
に
も
献
歌
し
て
い
る
。『
続
古
事

談
』
第
八
六
話
に
も
名
前
が
見
え
、
歌
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が

窺
え
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
八
六
話
に
は
経
衡
が
賀
陽
院
歌
合
の
欠
員
に

選
ば
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
話
に
て
経
衡
が
頼
通
の
歌
の
価
値
を
理

解
し
ふ
さ
わ
し
い
返
歌
が
で
き
ぬ
と
見
て
慌
て
て
退
出
し
た
こ
と
は
、
そ
の
能
力
の

一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
続
古
事
談
』
は
、
経
衡
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
頼
通
の
歌
が
如
何
に
す
ば
ら
し
か
っ
た
か
を
よ
り
強
調
す
る
と
と
も
に
、

返
歌
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
歌
人
と
し
て
の
頼
宗
の
名
声
を
（
歌
人
と
し
て
は
、
頼

通
以
上
に
）
引
き
立
て
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
頼
宗
の
歌
の
後
半
部
は
、
頼
通
の
歌

に
比
べ
て
よ
り
高
度
で
あ
る
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
話
の
前
話

（『
続
古
事
談
』
臣
節
第
一
話
）
と
同
様
、
頼
通
時
代
の
文
事
の
盛
ん
な
様
子
を
示
す

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

３

ま
と
め

前
述
の
事
柄
か
ら
、
頼
通
と
頼
宗
は
、
小
競
り
合
い
や
頼
宗
側
の
拘
り
は
あ
っ
た

も
の
の
、
少
な
く
と
も
不
仲
（
た
と
え
ば
能
信
と
頼
通
の
よ
う
に
）
で
は
な
く
、
む

し
ろ
摂
関
家
忠
臣
体
制
の
政
治
面
と
文
化
面
・
文
化
後
援
者
と
文
化
実
践
者
と
い
う

役
割
分
担
を
冷
静
に
こ
な
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

さ
て
、
序
に
お
い
て
示
し
た
頼
通
の
わ
ら
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
冷

静
な
役
割
分
担
と
い
う
面
か
ら
は
、「
頼
宗
は
す
ば
ら
し
い
歌
人
」
と
い
う
認
識
を
前

提
と
し
て
、
頼
通
も
頼
宗
を
文
化
（
作
歌
）
実
践
者
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
す
る
と
、
頼
通
の
わ
ら
い
は
「
話
を
笑
い
飛
ば
す
こ
と
の
で
き
る
人
格
を

持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
寛
大
さ
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。

さ
ら
に
、『
続
古
事
談
』
の
書
承
し
た
『
中
外
抄
』
の
談
話
者
藤
原
忠
実
は
頼
通

の
曾
孫
で
あ
る
か
ら
、
頼
通
は
良
く
描
か
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
頼
通
の
わ
ら
い
は
寛
大
な
わ
ら
い
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
。
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